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研究成果の概要（和文）：２１世紀日本の法システムの構築課題の一環として、公衆衛生法シス

テムについて公法学的（憲法・行政法・社会保障法・民法・法制史・社会政策論など）実証的

研究を行い、また、比較法的研究を行った。これにより、２１世紀公衆衛生法を考察する際の

基本的視座（憲法１３条の個人の尊重原理と憲法２５条を実現する実効的公衆衛生法システム

との調和ある共存を確保するという基本的視座）を獲得し、この分野における様々の個別研究

成果（論文等）を獲得することができた。 

 

研究成果の概要（英文）：We have done the research on the Public Health Law System of 21st 

Century from the standpoint of Constitutional and Public Law Jurisprudence with the 

practical and comparative analysis between Japan and foreign countries (for example, 

United states and Taiwan etc.,). 

Through this research, we have acquired the fundamental viewpoint in considering the 

Public Health Law System of 21st Century seriously, that is , the viewpoint of pursuing 

simultaneously the effective public health law system and the guarantee of individual’s 

liberty and fundamental human rights under the Constitution of Japan of 1947. 

We have gained lots of good articles about this important research topic in the globalizing 

Japan. 
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１．研究開始当初の背景 

公衆衛生法システムの解明は、たとえば、新
型インフルエンザの世界的大流行（パンデミ

ック）に象徴されるように、最も喫緊の検討
課題となっていたが、それまでの法律学的研
究は断片的個別的分析にとどまっており、と
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りわけ、憲法 25条２項（「公衆衛生」の向上
増進責務）と関連付けた憲法公法学的体系的
総合的研究はきわめて不十分な状況にあっ
たという問題性がみられたことは否めない
といえよう。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、①21世紀日本の法システム
の再構築の課題に取り組む研究の一環とし
て、②日本国憲法１３条の内包する諸個人の
共存の原理・憲法上の自己人生創造希求権を
十全にする法制度を探究するという視覚に
基づき、また、③日本国憲法は自由権も社会
権もともに大事であるとの立場（「両者の調
和ある共存」を企図する立場）であるとの理
解に基づき、公衆衛生法システム（感染症法
制、医療看護サービス提供法制、医薬品・薬
事行政法制、医薬品食品の安全性監視法制な
ど）について、公法学的（憲法・行政法・社
会保障法・社会政策論など）実証的研究を行
い、また、比較法的研究を行うことにある。 
 

３．研究の方法 

本研究の方法は、以下の３つから成る。 

（１）以下の諸作業を通して本研究に関する
基本的分析視座を獲得・共有し（初年度）、
さらに具体的分析を進めた。 

①「憲法上の自己決定権」・「医的侵襲を受け
ない権利」・「身体の自由」に関する先行研究
の分析。②憲法 25 条２項の制定史の分析。
③憲法 25条 1項の「健康で（wholesome）」
という概念、および、アメリカの public 

health（公衆衛生）概念の分析。④戦前の日
本の「健康」概念の分析および内務省・厚生
省の衛生行政の研究。⑤「医療・看護・ケア」
概念の分析。⑥「健康日本 21」の背景にある
考え方・日本的特質の分析および公衆衛生法
制における努力義務規定（健康増進法２条・
予防接種法 8条等）の持つ意味の分析。⑦新
型インフルエンザ・生物テロをめぐる日米の
研究動向の分析。⑧公衆衛生法分野での行政
強制システムに関する先行研究（即時強制・
直接強制論等）における問題点の抽出、⑨医
療看護医サービス提供法制の全体構造と問
題点の分析。 

 この結果本研究の基本的分析視座として
「憲法 13 条の個人の尊重原理、自由権尊重
原理と憲法 25 条 2 項を具体化する迅速かつ
実効的な公衆生成システムとの調和・調整を
確保するという視座を獲得・共有した。 

（２）海外調査および比較法的研究 

アメリカ（フロリダ州）関係機関、スペイン
(バルセロナ、グラナダ)関係機関、ドイツ（コ
ッホ研究所等）関係機関、台湾（衛生院等）
関係機関、香港関係機関での聞き取り調査・
海外調査研究を行い、日本の法システムとの
比較検討を行った。 

（３）研究会による相互検討とまとめ 

３年次にわたり合同研究会を開催し、また、
この分野に造詣の深いゲストスピーカー(元
厚労省健康局長など多数)を招聘して豊富な
知見を科研メンバーで共有するとともに、各
メンバーの個別研究を相互に検討し、全体の
まとめへと収斂させていった。 

 
４．研究成果 
日本の研究と比較法研究とを統合し、公衆衛
生システムに関する「総合法律学的分析」作
業へと進むまとめの作業へと向かうことの
できる成果をあげることができたといって
よい。また、本研究は、日本のグローバル化
の中で（世界に通用しうる）「２１世紀公衆
衛生法システムを」日本から発信することの
重要性を認識させるものであった。次の科研
基盤Ｂ（Ｈ25－27〔2013～2015年度〕）申請
においては、「日本のグローバル化と 21世紀
法システムの日本からの発信に関する公法
学的実証的研究」（仮題）に取り組みたい。 
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